武田菱丸（菱丸） 貸出に関する内規
（目　　的）
第１条　この内規は、公益社団法人やまなし観光推進機構（以下「機構」という。）が所有している武田菱丸（以下「菱丸」という。）の貸し出しについて、機構の事業推進に支障のない範囲で実施し、本県の観光・物産振興及び公共の福祉に資することを目的とする。
（貸出対象者）
第２条  菱丸の貸し出しは前条の目的に合致し、その推進に必要な事業等を行う次の者とする。
 （１）機構会員
（２）官公署庁
（３）国及び地方公共団体が出資又は出損している団体
（４）その他公益社団法人やまなし観光推進機構理事長（以下「理事長」という。）が必要と認めた
　　　者
（貸出期間）
第３条  菱丸の貸出期間は、原則３日以内とする。ただし、この期間を超える事業については、第１条の目的を達成する上でやむを得ないと判断したものに限り延長することができる。
（借用申請）
第４条　菱丸を借り受けようとする者は、武田菱丸借用申請書（第１号様式）に事業計画書及び関係書類を添えて理事長に申請しなければならない。
（貸出承諾）
第５条  理事長は前条の規定により、武田菱丸借用申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審　査し、適当と認めたときは、武田菱丸貸出承諾書兼請求書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。
（貸出料金）　　
第６条　前条の規定により、貸出承諾を受けた者（以下「借用者」という。）は、１日の貸出料金の日数に応じた加算金を加えた合計額を理事長の定める期日までに納付しなければならない。
２　貸出料金は、次の表に掲げる額とする。
	      　借　　用　　者　　形　　態
	 　１日の貸出料金
	２日目からの加算額

	 第２条第１項第１号に該当する者
	 　 １０,０００円
	 　 １,５００円

	 第２条第１項第２号及び第３号に該当する者
	 　 １５,０００円
	　　３,０００円


（貸出料の特例）
第７条　理事長は、借用者の申請に基づき、必要に応じ、使用料を減額又は免除することができる。
２　前項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、武田菱丸使用料減額（免除）申請書（第３号様式）により申請しなければならない。
３　減額の対象となる事業は、次のとおりとする。
（１）機構が協賛し、参画する事業

（２）県及び市町村が主体となる事業で、公共性の高い事業 

（３）その他理事長が認めた事業
４　前項に規定する事業については、使用料から５,０００円を限度に減額できるものとする。

５　免除の対象となる事業は、第３項第３号に規定する事業とする。

（菱丸の引渡）
第８条　借用者に対する菱丸の引き渡しは、理事長の指定する期日及び指定場所において行うものとする。
（使用及び管理）
第９条　借用者は、菱丸を善良な方法で使用し、管理しなければならない。
２　借用者は、菱丸を他に譲渡及び転貸してはならない。
（菱丸の返納）
第１０条　借用者は、返却日までに、菱丸を理事長の指定する場所に返納しなければならない。
２　借用者は、菱丸の返納時に、必要に応じて修繕を行った後に返却することとし、費用は借用者の
負担とする。
（賠償責任）
第１１条　借用者は、菱丸の盗難、焼失、紛失、破損及び汚損したときは、理事長の定めるところにより機構に損害の賠償をしなければならない。
２　菱丸の利用によって借用者が受けた被害又は借用者が第三者に対して損害もしくは損失を与え
た場合でも、機構は、損害賠償、損害補償その他法律上の責任を一切負わない。

（その他）
第１２条  この内規に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附　則
（施行期日）
この内規は、平成２２年７月１日から施行する。
この内規は、平成２５年４月１日から施行する。
この内規は、令和８年４月１日から施行する。
（第１号様式）

令和　　年　　月　　日
公益社団法人やまなし観光推進機構
　理　　　事　　　長　　　名　　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申　請　者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地（住所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称（氏名）                                                                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                      代　表　者                                                             　　　　　                                        　　　　　　　　　　　　　　印
武田菱丸借用申請書
武田菱丸（菱丸）貸出に関する内規第５条の規定により、事業計画書及び関係書類を添付し、次のとおり武田菱丸の借用を申請します。
なお、借用後は同内規及び下記貸出条件を遵守します。
１　行事名・使用目的　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　担当者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　電話番号・メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４　貸　出　日　　（実質使用期間、形態及び日数）　
①使用期日　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日（　　日間）
５　搬出日及び返却日
搬出日　令和　　年　　月　　日
返却日　令和　　年　　月　　日
６　貸出条件　
（１）借用者は、菱丸を善良な方法で使用・管理し、返却日までに、指定の場所に返納すること。
（２）菱丸を他に譲渡及び転貸してはならない。
（３）菱丸の盗難、焼失、紛失、破損及び汚損したときの補償費は借用者の負担とする。
（４）使用した後、破損した場合は必要に応じて補修をしてから返却をすること。
（５）借用及び返却は、事前に担当者と打ち合わせを行うこと。
（第２号様式）
やま観　第     号
令和  年  月  日
　                                       殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人やまなし観光推進機構
　　　　　　　　　　                                   　　理　 事　 長　 名
武田菱丸貸出承諾書兼請求書
令和　　年　　月　　日付けで申請のありました武田菱丸貸出しについては、次のとおり承諾いたします。
１，行事名・使用目的　　
２，貸出日（実質使用期間、形態及び日数）　
　　着用使用又は展示使用　　令和   年  月  日～  日(  日間）
３，搬出日及び返却日
　　搬出日　令和   年   月   日
返却日  令和   年   月   日
４，貸出料金　　           　 円
５，納付期日　　令和  年  月  日
６，貸出条件　
（１）武田菱丸貸出規程に基づき、借用者は、菱丸を善良な方法で使用・管理し、貸出期間
満了の日までに、指定の場所に返納すること。
（２）菱丸を他に譲渡及び転貸してはならない。
（３）菱丸の盗難、焼失、紛失、破損及び汚損したときの補償費は借受者負担とする。
（４）使用した後破損箇所を必要に応じて補修をしてから返却をすること。
（５）使用及び返却にあっては、事前に担当者と打ち合わせを行うこと。
　　７，振 込 先　　
	
	金融機関及び支店名
	　山梨中央銀行　県庁支店
	

	
	口座名義
	　（公社）やまなし観光推進機構 　ひし丸グッズ関係事業
	

	
	種別及び口座番号
	　普 通　　６７２２２８
	


　　納付期日までに上記口座へ、振り込みをお願いします。
（第３号様式）

令和　　年　　月　　日

公益社団法人やまなし観光推進機構

理　事　長　　仲　田　道　弘　殿

申　請　者

所　在　地（住所）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名　　　称（氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代　表　者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

武田菱丸使用料減額（免除）申請書
武田菱丸（菱丸）貸出に関する内規第７条第２項の規定により、次のとおり使用料の減額（免除）を申請します。

	行事名・使用目的
	

	担当者氏名
	

	減額又は
免除の理由
	

	※許可年月日
	令和　　　年　　　月　　　日


注　申請者は※欄は記入しないこと
